
は
じ
め
に

　

さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
、
国
際
社
会
と
国
内
社
会

で
多
様
な
活
動
が
こ
れ
ま
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。国
際
社
会
で
は
、

国
連
人
権
委
員
会
や
人
権
小
委
員
会
の
よ
う
な
国
際
組
織
の
機

関
、
条
約
実
施
機
関
で
あ
る
自
由
権
規
約
委
員
会
、
人
種
差
別
撤

廃
委
員
会
な
ど
、
国
際
地
域
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
や
米

州
人
権
委
員
会
な
ど
が
差
別
撤
廃
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
ま
た
国

内
社
会
で
は
国
家
の
立
法
・
行
政
・
司
法
機
関
や
地
方
政
府
、
人

権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
民
間
団
体
が
個
別
に
、
あ
る
い
は
協
働
し
て
差

別
撤
廃
に
あ
た
っ
て
き
た
。し
か
し
、特
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
、

国
内
人
権
機
関
と
い
う
政
府
か
ら
独
立
し
た
国
家
機
関
が
各
国
で

設
置
さ
れ
、
差
別
撤
廃
を
推
進
す
る
新
た
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
活

動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
に
は
人
権
委
員
会
の
よ
う
な
国
内

人
権
機
関
が
ま
だ
登
場
し
て
い
な
い
た
め
、
差
別
撤
廃
に
向
け
た

国
内
人
権
機
関
の
役
割
は
十
分
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

　

本
稿
は
、
カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
を
一
例
に
、
差
別
撤
廃
に
向
け

た
国
内
人
権
機
関
の
役
割
を
考
察
す
る
。
な
お
、
こ
の
前
提
と
し

て
、
国
内
人
権
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
国
内
人
権
機
関
の
位
置
づ
け

　

さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
、
国
際
組
織
・
人
権
条
約
実
施
機
関
、
国
家
の
中
央
・
地
方
政
府
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
活
動
し
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、

政
府
か
ら
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関
も
こ
の
活
動
を
展
開
し
は
じ
め
た
。
本
稿
で
は
、
カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
を
実
例
と
し
て
、
国
内
人
権
機
関
に
よ
る
差
別
撤
廃

活
動
を
検
討
し
、
差
別
撤
廃
に
向
け
国
内
人
権
機
関
が
果
た
し
う
る
役
割
を
展
望
す
る
。

要　
　

約

特
集

差
別
撤
廃
に
お
け
る
国
内
人
権
機
関
の
役
割

山
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と
機
能
に
つ
い
て
、
簡
単
に
検
討
す
る
。

一　

国
内
人
権
シ
ス
テ
ム
と
国
内
人
権
機
関

　
「
国
内
人
権
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
あ
る
国
内
で
人
権
保
障
の
た

め
実
際
に
機
能
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
の
総
体
で
あ
る
。

そ
の
中
心
は
、
そ
の
国
に
お
い
て
人
権
保
障
の
た
め
活
動
す
る
立

法
・
行
政
・
司
法
機
関
で
あ
ろ
う
が
、
同
様
の
活
動
を
す
る
Ｎ
Ｇ

Ｏ
な
ど
国
家
機
関
以
外
の
主
体
の
機
能
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

　

人
権
シ
ス
テ
ム
の
主
要
な
基
本
原
理
は
平
等
原
則
、
ま
た
は
非

差
別
原
則
で
あ
る
。
各
国
で
は
、
人
権
法
ま
た
は
人
種
差
別
禁
止

法
、
雇
用
差
別
禁
止
法
、
性
差
別
禁
止
法
、
障
害
差
別
禁
止
法
な

ど
の
差
別
禁
止
法
を
制
定
し
、
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
、
言
語
、

宗
教
等
々
の
差
別
禁
止
事
由
と
、
雇
用
、
教
育
、
住
居
へ
の
入
居
、

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
よ
う
な
差
別
が
禁
止
さ
れ
る
分
野
を
法

定
し
て
い
る
。
同
時
に
こ
れ
ら
諸
法
の
実
施
機
関
と
し
て
人
権
委

員
会
な
ど
の
政
府
か
ら
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関
を
設
置
し
て
い

る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
内
人
権
シ
ス
テ
ム
と
は
、
①

憲
法
な
ら
び
に
人
権
法
ま
た
は
差
別
禁
止
法
の
よ
う
な
人
権
実
体

法
を
法
的
根
拠
と
し
、
②
主
と
し
て
国
の
立
法
・
行
政
・
司
法
機

関
お
よ
び
政
府
か
ら
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関
を
実
施
主
体
と
し

て
、
③
ａ
．
人
権
教
育
・
広
報
、
ｂ
．
人
権
侵
害
・
差
別
に
関
す

る
苦
情
の
相
談
受
付
、
苦
情
申
立
の
受
理
・
調
査
・
救
済
、
ｃ
．

人
権
政
策
の
提
言
な
ど
の
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主

権
国
家
内
の
人
権
保
障
を
図
る
し
く
み
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、「
国
内
人
権
機
関
」
と
は
、
①
人
権
保
障
の
た

め
機
能
す
る
既
存
の
国
家
機
関
と
は
別
個
の
公
的
機
関
で
、
②
憲

法
ま
た
は
法
律
を
設
置
根
拠
と
し
、
③
人
権
保
障
に
関
す
る
法
定

さ
れ
た
独
自
の
権
限
を
も
ち
、
④
い
か
な
る
外
部
勢
力
か
ら
も
干

渉
さ
れ
な
い
独
立
性
を
も
つ
機
関
を
い
う
。
国
内
人
権
機
関
は
、

立
法
・
行
政
・
司
法
機
関
と
並
ぶ
、
し
か
も
こ
れ
ら
三
権
か
ら
独

立
し
た
国
内
人
権
シ
ス
テ
ム
の
実
施
主
体
で
あ
る
。
国
内
人
権
機

関
は
裁
判
所
な
ど
の
司
法
機
関
で
は
な
い
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

人
権
・
機
会
均
等
委
員
会
の
よ
う
に
複
数
の
個
人
で
構
成
さ
れ
る

型
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
国
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
よ
う
に
単
独
の

個
人
で
活
動
す
る
型
が
あ
る
。

二　

国
内
人
権
機
関
の
機
能
と
国
連
・
パ
リ
原
則

　

国
連
総
会
は
一
九
九
三
年
一
二
月
に
「
国
内
人
権
機
関
の
地
位

に
関
す
る
原
則
（
パ
リ
原
則
）」
を
採
択
し
、
国
内
人
権
機
関
（「
機

関
」）
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
た
。
パ
リ
原
則
は
、
①
機
関
の
権

限
と
責
任
、②
構
成
と
独
立
・
多
元
性
の
保
障
、③
活
動
の
方
法
、

な
ら
び
に
④
準
司
法
的
権
限
を
も
つ
委
員
会
の
地
位
に
関
す
る
追



加
的
原
則
、
の
四
項
目
に
つ
い
て
機
関
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
て

い
る
。

　

国
内
人
権
機
関
の
権
限
と
責
任

　

国
内
人
権
機
関
は
人
権
の
促
進
と
保
護
の
権
限
を
付
与
さ
れ
る

も
の
と
さ
れ
る
。
人
権
の
促
進
と
は
、
人
権
機
関
に
よ
る
人
権
擁

護
の
助
長
・
奨
励
活
動
を
、
ま
た
人
権
の
保
護
と
は
、
人
権
機
関

に
よ
る
人
権
侵
害
の
司
法
的
・
準
司
法
的
な
審
査
・
救
済
活
動
を

意
味
す
る
。
機
関
の
構
成
と
権
限
は
憲
法
ま
た
は
法
律
で
定
め
、

で
き
る
限
り
広
範
な
職
務
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
機
関
に

は
次
の
七
種
の
職
務
が
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
ⅰ
人
権
擁

護
関
連
の
法
令
・
法
律
案
と
人
権
の
基
本
原
則
と
の
整
合
性
、
ⅱ

人
権
侵
害
状
況
、
ⅲ
国
内
の
一
般
的
人
権
状
況
等
に
関
す
る
報
告

書
の
準
備
、
ⅳ
人
権
侵
害
状
況
に
関
す
る
注
意
喚
起
や
人
権
状
況

改
善
施
策
の
提
案
、な
ど
に
関
す
る
政
府
や
議
会
な
ど
へ
の
勧
告
、

②
法
律
、
規
則
お
よ
び
慣
行
と
締
約
国
と
な
っ
て
い
る
人
権
諸
条

約
と
の
調
和
、
な
ら
び
に
そ
の
実
効
的
な
履
行
の
促
進
・
確
保
、

③
人
権
諸
条
約
の
批
准
ま
た
は
こ
れ
へ
の
加
入
の
奨
励
、
人
権
諸

条
約
の
履
行
確
保
、
④
人
権
諸
条
約
上
の
国
家
報
告
に
関
す
る
意

見
表
明
、
⑤
国
連
の
人
権
関
係
機
関
、
地
域
的
機
構
や
他
国
の
国

内
人
権
機
関
と
の
協
力
、
⑥
人
権
教
育
・
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作

成
支
援
・
実
施
、
な
ら
び
に
⑦
人
権
や
あ
ら
ゆ
る
差
別
、
と
く
に

人
種
差
別
と
闘
う
努
力
に
関
す
る
宣
伝
、
で
あ
る
。

　

国
内
人
権
機
関
の
構
成
と
独
立
・
多
元
性
の
保
障

　

国
内
人
権
機
関
の
構
成
員
は
社
会
の
多
元
性
を
反
映
す
る
形
で

選
出
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
任
命
の
さ
い
に
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
労
働
組

合
、
弁
護
士
・
医
師
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
の
職
業
組
織
、
大

学
、
議
会
な
ど
の
代
表
が
関
与
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
機
関
は

独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
、
政
府
か
ら
独
立
し
た
財
源
を
も
つ
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
構
成
員
は
任
期
を
定
め
た
公
的
決
定
に

よ
っ
て
任
命
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　

国
内
人
権
機
関
の
活
動
方
法

　

国
内
人
権
機
関
の
活
動
と
し
て
は
、
次
の
七
種
が
想
定
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
苦
情
申
立
の
検
討
、
②
意
見
の
聴
取
、
情

報
や
文
書
の
取
得
、
③
意
見
や
勧
告
の
公
表
、
④
定
期
的
会
合
、

⑤
構
成
員
か
ら
な
る
作
業
グ
ル
ー
プ
や
地
方
支
部
の
設
置
、
⑥
人

権
の
促
進
と
保
護
に
責
任
を
も
つ
司
法
機
関
そ
の
他
（
と
く
に
、

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
仲
裁
者
類
似
の
機
関
）
と
の
協
議
、
な
ら
び
に
⑦

人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
連
携
、
で
あ
る
。

　

国
内
人
権
機
関
の
準
司
法
的
権
限

　

国
内
人
権
機
関
は
司
法
機
関
で
は
な
い
。
し
か
し
、
個
人
の
状
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況
に
関
す
る
苦
情
や
申
立
を
聴
聞
し
、
検
討
す
る
権
限
を
も
つ
こ

と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
①
調
停
を
通
じ
て
友
好
的
解
決
、

ま
た
は
法
律
の
定
め
る
制
限
内
で
の
拘
束
的
決
定
を
求
め
、
②
苦

情
申
立
者
に
可
能
な
救
済
に
つ
き
情
報
提
供
し
、
機
関
の
利
用
を

促
し
、
③
法
律
の
定
め
る
制
限
内
で
、
苦
情
を
聴
聞
し
、
こ
れ
ら

を
他
の
管
轄
当
局
に
移
送
し
、
④
苦
情
の
背
景
を
な
す
法
律
、
規

則
、
行
政
慣
行
の
改
正
や
改
革
を
提
案
し
、
権
限
あ
る
当
局
に
勧

告
を
行
う
、
と
い
う
準
司
法
的
権
限
で
あ
る
。

　

パ
リ
原
則
を
要
約
す
れ
ば
、
国
内
人
権
機
関
の
機
能
と
し
て
①

人
権
政
策
提
言
機
能
、
②
人
権
教
育
・
広
報
機
能
、
お
よ
び
③
人

権
相
談
・
救
済
機
能
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

三　

世
界
の
国
内
人
権
機
関

　

二
〇
〇
五
年
九
月
時
点
で
、
九
八
カ
国
で
何
ら
か
の
国
内
人
権

機
関
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
地
域
的
に
み
る
と
、
ア
フ
リ
カ
地
域

で
二
六
カ
国
、
南
北
ア
メ
リ
カ
地
域
で
二
五
カ
国
、
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
地
域
で
一
七
カ
国
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
で
三
〇
カ
国
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
よ
う
な
独
任
性
を
と
る
国
は
三
一
カ

国
（
南
ア
メ
リ
カ
二
一
カ
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
九
カ
国
、
ア
フ
リ
カ
一

カ
国
）
で
、
そ
の
他
は
委
員
会
制
度
を
と
っ
て
い
る
。

　

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
で
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ス
リ
ラ

ン
カ
、
タ
イ
、
韓
国
な
ど
一
七
カ
国
で
す
で
に
国
内
人
権
機
関
が

設
置
さ
れ
て
お
り
（
二
〇
〇
五
年
八
月
現
在
）、
こ
れ
ら
の
機
関
は

ア
ジ
ア
太
平
洋
国
内
人
権
機
関
フ
ォ
ー
ラ
ム
（T

he A
sia Pacific 

Forum
 of N

ational H
um

an Rights Institutions; A
PF

）
と
い

う
連
合
体
を
組
織
し
、
定
期
的
に
会
合
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
際
的
に
み
る
と
多
種
多
様
な
国
内
人
権
機
関

が
活
動
中
で
あ
り
、「
差
別
撤
廃
に
お
け
る
国
内
人
権
機
関
の
役

割
」
の
全
体
像
を
総
合
的
に
把
握
し
、
評
価
す
る
の
は
困
難
で
あ

る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
委
員
会
制
度
の
代
表
と
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
差
別
事
象
を
扱
う
カ
ナ
ダ（
連
邦
）人
権
委
員
会
を
取
り
上
げ
、

国
内
人
権
機
関
に
よ
る
差
別
撤
廃
活
動
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

四　

カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
の
差
別
撤
廃
活
動

　

構
成
と
職
務

　

カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
は
カ
ナ
ダ
人
権
法
（
一
九
七
六
〜
七
七
年
）

に
も
と
づ
き
一
九
七
八
年
に
設
置
さ
れ
た
連
邦
レ
ベ
ル
の
国
内
人

権
機
関
で
あ
る
。同
委
員
会
は
カ
ナ
ダ
人
権
法
と
雇
用
衡
平
法（
一

九
九
五
年
）
に
も
と
づ
き
、
機
会
均
等
と
非
差
別
の
原
則
が
連
邦

の
全
管
轄
領
域
で
守
ら
れ
る
よ
う
確
保
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
て



い
る
。
二
名
の
常
勤
委
員
と
六
名
を
上
限
と
す
る
非
常
勤
委
員
か

ら
な
り
、
定
期
的
に
会
合
す
る
。
委
員
会
は
個
人
か
ら
の
申
立
を

審
議
し
、
ま
た
自
ら
の
政
策
を
承
認
す
る
。

　

カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
の
職
務
（m

andate

）
は
以
下
の
五
点
に

集
約
で
き
る
。

　
ａ 

．
カ
ナ
ダ
人
権
法
が
定
め
る
理
由
に
も
と
づ
く
雇
用
に
お
け

る
差
別
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
め
ぐ
る
差
別
に
関
す
る
苦
情
の

解
決
に
向
け
て
当
事
者
を
支
援
す
る
こ
と
。

　

ｂ 

．
同
一
価
値
の
労
働
を
す
る
男
女
間
の
賃
金
格
差
に
関
す
る

差
別
等
の
苦
情
申
立
を
調
査
す
る
こ
と
。

　
ｃ 

．
雇
用
者
に
よ
る
雇
用
衡
平
法
の
遵
守
を
見
守
り
、
必
要
な

場
合
に
は
、
行
動
す
る
こ
と
。

　

ｄ 

．
女
性
、
先
住
民
族
、
障
害
を
持
つ
人
び
と
お
よ
び
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
に
属
す
る
人
び
と
の
人
権
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
政
策
お
よ
び
立
法
を
監
視
す
る
こ

と
。

　
ｅ 

．
カ
ナ
ダ
人
権
法
の
役
割
と
カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
の
活
動
に

つ
い
て
の
市
民
の
理
解
を
促
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
発
展
さ
せ
、

実
施
す
る
こ
と
。

　
ａ
．
と
ｂ
．
は
人
権
相
談
・
救
済
活
動
で
あ
り
、
ｃ
．
は
雇
用

者
の
監
視
活
動
、
ｄ
．
は
人
権
政
策
提
言
活
動
、
ｅ
．
は
人
権
教

育
・
広
報
活
動
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
ａ
．
が
最
も
重
要
で
中
心
的

な
職
務
で
あ
る
。

　
「
差
別
」
の
定
義

　

カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
が
扱
う
人
権
侵
害
の
苦
情
申
立
は
、
カ
ナ

ダ
人
権
法
に
定
め
ら
れ
た
差
別
事
由
と
差
別
行
為
に
も
と
づ
く
も

の
に
限
り
受
理
さ
れ
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
連
邦
政
府
と
州
政
府
の
権

限
が
厳
格
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
連
邦
機
関
で
あ
る
カ
ナ
ダ
人
権

委
員
会
の
権
限
は
、
連
邦
政
府
の
機
関
や
軍
隊
、
国
営
企
業
、
郵

便
局
、
大
規
模
な
銀
行
や
交
通
・
運
輸
関
連
企
業
で
起
き
た
人
権

侵
害
事
案
の
よ
う
な
、「
連
邦
の
管
轄
領
域
」
の
範
囲
内
に
及
ぶ

だ
け
で
あ
る
。

　

カ
ナ
ダ
人
権
法
が
定
め
る
差
別
禁
止
事
由
は
、
①
人
種
、
②
国

民
的
ま
た
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
出
身
、
③
皮
膚
の
色
、
④
宗
教
、
⑤

年
齢
、
⑥
性
（
妊
娠
・
出
産
に
も
と
づ
く
差
別
を
含
む
）、
⑦
性
的

指
向
、
⑧
婚
姻
の
状
況
、
⑨
家
族
の
状
況
、
⑩
身
体
障
害
ま
た
は

精
神
障
害（
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
・
薬
物
依
存
を
含
む
）、
⑪
犯
罪
歴
、

の
一
一
種
で
あ
る
。
こ
れ
ら
差
別
禁
止
事
由
の
一
つ
ま
た
は
複
数

に
も
と
づ
く
も
の
や
複
合
的
な
差
別
禁
止
事
由
の
影
響
に
よ
る
も

の
は
、
す
べ
て
差
別
行
為
と
さ
れ
る
。

　

カ
ナ
ダ
人
権
法
は
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
差
別
禁
止
事
由
に
も
と
づ

く
差
別
行
為
の
類
型
一
一
種
類
を
列
挙
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
①
物

品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
施
設
ま
た
は
宿
泊
の
拒
否
、
②
店
舗
・
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住
居
の
占
有
の
拒
否
、
③
雇
用
差
別
、
④
求
人
・
求
人
広
告
に
お

け
る
差
別
、
⑤
労
働
組
合
に
よ
る
構
成
員
に
対
す
る
差
別
的
取
扱

い
、
⑥
差
別
禁
止
事
由
に
も
と
づ
き
雇
用
機
会
を
奪
う
よ
う
な
雇

用
者
・
従
業
員
団
体
・
雇
用
者
団
体
に
よ
る
差
別
的
政
策
・
慣

行
、⑦
不
平
等
賃
金
、⑧
差
別
的
言
辞（
差
別
的
な
掲
示
・
張
り
紙
・

標
識
・
紋
章
等
の
公
開
）、
⑨
憎
悪
の
表
明（
ヘ
イ
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
）、

⑩
嫌
が
ら
せ
（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）、
⑪
カ
ナ
ダ
人
権
法
に
も
と
づ
き

申
立
て
た
者
に
対
す
る
申
立
て
ら
れ
た
者
に
よ
る
報
復

（retaliation

）、
で
あ
る
。
上
記
一
一
種
の
差
別
行
為
類
型
に
該

当
す
る
差
別
行
為
は
、
カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
に
よ
る
人
権
救
済
手

続
の
対
象
と
さ
れ
、
い
ず
れ
か
の
差
別
行
為
を
行
い
、
ま
た
は
行

っ
た
と
認
定
さ
れ
た
者
は
、
カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
に
よ
る
救
済
手

続
の
対
象
と
さ
れ
る
。

　

差
別
事
案
に
関
す
る
人
権
救
済

　

カ
ナ
ダ
人
権
法
の
目
的
は
差
別
し
た
者
を
処
罰
す
る
こ
と
で
な

く
、
差
別
を
終
了
さ
せ
、
差
別
を
受
け
た
者
に
差
別
の
な
い
状
況

を
回
復
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

上
記
の
差
別
行
為
を
受
け
た
者
に
よ
る
申
立
が
な
さ
れ
る
と
、

カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
（
以
下
、
委
員
会
）
は
こ
れ
を
受
理
す
る
か

ど
う
か
を
ま
ず
検
討
す
る
。
受
理
さ
れ
た
申
立
で
和
解
に
よ
る
解

決
が
見
込
ま
れ
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
和
解
の
あ
っ
せ
ん
が
な
さ

れ
る
。
和
解
が
成
功
す
れ
ば
、
賠
償
や
補
償
の
ほ
か
、
謝
罪
や
地

位
の
回
復
な
ど
が
当
事
者
間
で
合
意
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
和
解
の

あ
っ
せ
ん
は
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
の
で
、
当
事

者
が
こ
れ
を
望
ま
な
い
場
合
に
は
、
申
立
て
ら
れ
た
事
案
は
調
査

手
続
に
移
さ
れ
る
。

　

調
査
は
当
事
者
の
主
張
や
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
作
業

で
、
委
員
会
職
員
が
担
当
す
る
。
調
査
結
果
を
受
け
て
委
員
会
は

差
別
行
為
の
存
否
を
判
断
す
る
。
差
別
行
為
が
存
在
し
た
と
委
員

会
が
認
定
す
る
場
合
に
は
、
事
案
は
調
停
に
付
さ
れ
る
か
、
カ
ナ

ダ
人
権
審
判
所
（Canadian H

um
an Rights T

ribunal

）
に
送
ら

れ
る
。
差
別
行
為
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
申

立
は
却
下
さ
れ
る
。

　

調
停
は
委
員
会
職
員
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
る
調
停
官
に
よ
っ
て

進
め
ら
れ
る
。
調
停
官
は
当
事
者
の
主
張
を
調
整
し
、
解
決
策
を

模
索
す
る
。
調
停
の
結
果
当
事
者
間
に
合
意
が
得
ら
れ
た
場
合
に

は
、
委
員
会
の
承
認
を
経
て
調
停
が
成
立
す
る
。
以
上
の
人
権
救

済
手
続
は
当
事
者
間
の
和
解
や
調
停
を
模
索
す
る
も
の
で
、
非
公

開
で
進
め
ら
れ
る
。
人
権
委
員
会
に
よ
る
調
停
は
任
意
の
手
続
で

あ
り
、
当
事
者
の
一
方
が
調
停
を
拒
み
、
あ
る
い
は
調
停
案
に
同

意
し
な
い
場
合
に
は
調
停
は
成
立
せ
ず
、
事
案
は
人
権
審
判
所
に

委
ね
ら
れ
る
。

　

人
権
審
判
所
で
は
差
別
行
為
の
有
無
を
判
断
す
る
前
に
、
調
停



に
よ
っ
て
解
決
す
る
の
が
適
当
と
判
断
し
、
当
事
者
が
こ
れ
に
同

意
す
る
場
合
に
は
、
審
判
員
の
中
か
ら
調
停
官
を
選
び
、
調
停
を

開
始
す
る
。こ
こ
で
調
停
が
成
立
す
れ
ば
救
済
手
続
は
終
了
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
調
停
が
成
立
し
な
い
場
合
に
は
、
通
常
一
名
の
審

判
員
（
複
雑
な
事
案
の
場
合
に
は
三
名
の
審
判
員
）
に
よ
っ
て
公
開

で
審
判
手
続
が
開
始
さ
れ
る
。

　

審
判
の
結
果
、
差
別
行
為
が
な
か
っ
た
と
認
定
さ
れ
た
場
合
に

は
、
救
済
手
続
は
終
了
す
る
。
し
か
し
、
差
別
行
為
が
あ
っ
た
と

さ
れ
た
場
合
に
は
、
差
別
行
為
者
に
以
下
の
命
令
を
下
す
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
差
別
行
為
を
中
止
し
、
同
様
ま
た
は
類

似
行
為
の
再
発
を
防
ぐ
た
め
、
委
員
会
と
協
議
し
、
差
別
行
為
や

不
公
正
な
行
為
を
た
だ
す
た
め
の
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
計
画
も
し

く
は
取
り
決
め
（special program

, plan or arrangem
ent

）
等

を
策
定
す
る
こ
と
。
②
差
別
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
権
利
、

機
会
ま
た
は
恩
恵
的
利
益
（rights, opportunities or privileges

）

の
回
復
。
③
逸
失
賃
金
や
逸
失
利
益
の
補
償
、
④
差
別
行
為
の
結

果
受
け
た
肉
体
的
・
精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
二
万
カ
ナ
ダ
・
ド
ル

（
約
一
九
二
万
円
）
以
下
の
損
害
賠
償
の
命
令
。
な
お
、
故
意
ま
た

は
過
失
に
も
と
づ
く
差
別
行
為
に
対
し
て
は
、特
別
補
償
と
し
て
、

二
万
カ
ナ
ダ
・
ド
ル
以
下
の
損
害
賠
償
を
加
重
的
に
付
加
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
や
カ
ナ
ダ
人
権
審
判
所
に
よ
る
以
上
の
よ

う
な
人
権
救
済
手
続
に
よ
っ
て
、
差
別
を
受
け
た
者
に
対
し
、
侵

害
行
為
者
ま
た
は
組
織
に
よ
る
口
頭
・
文
書
謝
罪
、
申
立
者
に
関

す
る
不
正
確
な
個
人
記
録
の
訂
正
、
逸
失
賃
金
の
補
償
、
退
職
金

の
支
払
い
、
精
神
的
慰
謝
料
の
支
払
い
の
よ
う
な
救
済
が
実
際
に

提
供
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
以
上
の
人
権
救
済
手
続
に
よ
っ
て
最
終
決
定
に
至
っ
た

事
案
数
は
、
二
〇
〇
二
年
は
七
二
九
件
、
二
〇
〇
三
年
は
一
三
〇

二
件
、
二
〇
〇
四
年
は
一
二
三
七
件
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
に

受
理
さ
れ
た
申
立
総
数
は
二
一
三
四
件
で
、
こ
れ
を
差
別
事
由
ご

と
に
見
る
と
、
多
い
順
か
ら
心
身
障
害
九
一
〇
件
（
四
三
％
）、

性
別
三
〇
七
件
（
一
四
％
）、
国
民
的
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
出
身
二

三
七
件
（
一
一
％
）、
人
種
二
一
六
件
（
一
〇
％
）、
家
族
の
状
況

一
三
三
件
（
六
％
）、
年
齢
一
一
六
件
（
六
％
）、
宗
教
六
八
件
（
三

％
）、
皮
膚
の
色
五
一
件
（
三
％
）、
性
的
指
向
四
七
件
（
二
％
）、

婚
姻
の
状
況
四
二
件
（
二
％
）、
犯
罪
歴
七
件
（
〇
％
）
で
あ
っ

た
。　

差
別
の
予
防
・
撤
廃

　

人
権
委
員
会
は
カ
ナ
ダ
人
権
法
、
雇
用
衡
平
法
お
よ
び
人
権
委

員
会
の
役
割
と
活
動
を
広
報
す
る
責
務
が
あ
る
。
こ
の
責
務
は
差

別
の
撤
廃
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
人
権
委
員
会

は
地
域
の
団
体
、
雇
用
者
団
体
そ
の
他
と
協
働
し
て
、
広
報
活
動
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を
行
っ
て
い
る
。
人
権
委
員
会
は
メ
デ
ィ
ア
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
通
じ
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
び
と
が
人
権
に
関
す
る
情
報

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。

　

人
権
委
員
会
は
連
邦
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
組
織（federal

ly regulated organizations

）
と
協
働
し
、
ま
た
こ
れ
ら
を
支
援

し
て
、
職
場
に
人
権
文
化
を
定
着
さ
せ
る
広
範
な
戦
略
を
展
開
し

て
い
る
。

　

差
別
撤
廃
に
向
け
た
監
視
・
政
策
提
言

　

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
女
性
、
先
住
民
族
、
障
害
を
持
つ

人
び
と
お
よ
び
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
属
す
る
人
び
と
の
人
権
が
保
障

さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
政
策
お
よ
び
立
法
を

監
視
す
る
こ
と
」は
人
権
委
員
会
の
職
務
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

人
権
委
員
会
は
人
権
の
促
進
や
差
別
の
撤
廃
の
た
め
、
連
邦
議
会

に
対
す
る
意
見
提
出
や
一
般
的
な
意
見
表
明
を
行
っ
て
い
る
。

　

前
者
の
例
と
し
て
は
、
①
人
権
委
員
会
が
先
住
民
族
に
よ
る
申

立
を
受
理
で
き
る
こ
と
と
す
る
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
先

住
民
族
）
法
案
に
関
す
る
意
見
表
明
、
②
同
性
婚
を
認
め
る
べ
き

と
の
趣
旨
の
意
見
表
明
、
③
雇
用
衡
平
法
の
改
正
に
際
し
、
障
害

者
の
権
利
を
よ
り
明
確
に
規
定
す
る
べ
き
と
の
趣
旨
の
勧
告
等
が

あ
る
。
ま
た
後
者
の
例
と
し
て
は
、
①
雇
用
者
が
雇
用
・
昇
進
等

に
関
し
先
住
民
族
の
人
び
と
を
優
先
す
る
の
は
差
別
的
慣
行
に
あ

た
ら
な
い
と
す
る
先
住
民
族
雇
用
政
策
の
提
示
、
②
Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ

Ｉ
Ｄ
Ｓ
感
染
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
人
は
平
等
権
を
有
し
、
差

別
さ
れ
る
こ
と
な
く
尊
厳
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
趣
旨
の
方
針
の
提
示
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

結
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
に
焦
点
を
あ
て
、
差
別
撤
廃
に

向
け
た
国
内
人
権
機
関
の
役
割
を
考
察
し
た
。
国
内
人
権
機
関
の

主
要
な
役
割
と
し
て
、
①
人
権
教
育
・
広
報
、
②
人
権
相
談
・
救

済
、
③
人
権
政
策
提
言
の
三
点
が
通
常
指
摘
さ
れ
る
が
、
同
委
員

会
の
場
合
も
こ
れ
ら
三
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

差
別
撤
廃
に
向
け
た
同
委
員
会
の
役
割
も
、
こ
の
三
機
能
に
及
ん

で
い
る
。

　

国
内
人
権
機
関
に
は
人
権
の
促
進
と
保
護
の
全
般
を
活
動
対
象

と
す
る
も
の
と
、
人
種
差
別
や
子
ど
も
の
権
利
な
ど
特
定
の
人
権

分
野
を
活
動
対
象
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
ま
た
組
織
形
態
と
し

て
は
委
員
会
制
度
を
と
る
場
合
と
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
よ
う
な
独
任

性
を
と
る
場
合
と
に
分
か
れ
る
。
カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
は
人
権
分

野
全
般
を
活
動
範
囲
と
す
る
委
員
会
制
度
の
国
内
人
権
機
関
で
あ

る
。

　

国
内
人
権
機
関
が
上
記
三
機
能
を
実
質
的
に
果
た
す
た
め
に



は
、
人
権
や
禁
止
さ
れ
る
差
別
行
為
を
明
確
に
定
義
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
機
関
の
目
的
と
活
動
範
囲
を
明
確
に
し
、
機
関
の
公
開
性

や
透
明
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
機
関
の
構
成
や
活

動
自
体
を
通
じ
て
、
機
関
の
独
立
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
の
場
合
は
、
カ
ナ
ダ
人
権
法
に
よ
っ
て

差
別
禁
止
事
由
と
差
別
禁
止
行
為
が
幅
広
く
、
明
確
に
法
定
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
委
員
構
成
上
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
、

多
元
的
な
カ
ナ
ダ
社
会
を
反
映
し
た
多
様
な
人
材
が
委
員
に
登
用

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
二
〇
〇
四
年
に
は
全
国
か
ら
二
〇
〇

〇
件
以
上
の
申
立
が
寄
せ
ら
れ
、
同
年
以
前
の
申
立
事
案
を
含
め

一
二
〇
〇
件
強
が
最
終
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
件
数
を
み
る
限
り
、

同
委
員
会
は
市
民
か
ら
か
な
り
の
程
度
信
頼
さ
れ
、
人
権
救
済
機

能
を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
政

府
に
対
す
る
政
策
提
言
や
一
般
に
対
す
る
方
針
提
示
を
通
じ
て
、

差
別
撤
廃
の
た
め
力
強
い
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

　

最
後
に
、
二
〇
〇
一
年
の
南
ア
フ
リ
カ
・
ダ
ー
バ
ン
に
お
け
る

「
国
連
反
人
種
主
義
・
差
別
撤
廃
世
界
会
議
」
で
国
内
人
権
機
関

が
同
会
議
に
向
け
採
択
し
た
声
明
を
参
照
し
つ
つ
、
差
別
撤
廃
に

向
け
た
国
内
人
権
機
関
の
可
能
性
を
示
し
、
結
び
に
か
え
た
い
。

　

 

．
人
権
諸
条
約
の
締
約
国
と
な
っ
て
い
な
い
国
の
国
内
人
権

機
関
は
、
政
府
に
批
准
ま
た
は
加
入
を
促
す
。

　

 

．
国
内
法
の
整
備
、
締
約
国
と
な
っ
て
い
る
人
権
諸
条
約
や

国
内
法
の
実
施
状
況
を
監
視
す
る
。

　

 

．
国
連
が
推
進
す
る
「
人
権
行
動
計
画
」
の
策
定
・
実
施
を

政
府
に
促
す
。

　

 

．
被
差
別
当
事
者
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
含
む
市
民
社
会
と
協
働
し
、
政

府
の
人
権
政
策
・
施
策
の
策
定
・
実
施
を
発
展
さ
せ
、
監
視

す
る
。

　

 

．
学
校
教
育
お
よ
び
社
会
教
育
の
場
に
お
け
る
差
別
撤
廃
に

向
け
た
教
育
・
広
報
を
支
援
す
る
。

　

 

．
差
別
行
為
を
受
け
た
者
に
実
効
的
救
済
を
提
供
す
る
。

　

 

．
差
別
撤
廃
に
向
け
た
政
策
・
施
策
の
策
定
・
実
施
を
中
央

お
よ
び
地
方
の
政
府
・
議
会
に
毅
然
と
し
た
立
場
で
提
言
・

勧
告
す
る
。

　

以
上
、
本
稿
で
は
差
別
撤
廃
に
向
け
国
内
人
権
機
関
が
果
た
す

役
割
の
一
端
を
示
し
た
。
日
本
で
も
国
内
人
権
機
関
の
設
置
が
望

ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注（

）
日
本
国
憲
法
第
一
四
条
一
項
や
自
由
権
規
約
第
二
条
一
項
に
明

記
さ
れ
て
い
る
。

（

）
た
と
え
ば
、
カ
ナ
ダ
人
権
法
（
一
九
七
六
〜
七
七
年
）、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
人
種
差
別
法
（
一
九
七
五
年
）、
性
差
別
法
（
一
九

八
四
年
）、
障
害
差
別
法
（
一
九
九
二
年
）
な
ど
。



　差別撤廃における国内人権機関の役割

部落解放研究 №  .

（

）「
国
内
人
権
機
関
」
の
定
義
は
、
国
連
で
も
確
立
し
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
パ
リ
原
則
に
準
拠
し
、
原
則
と
し
て
こ
の
四
要
素
を

備
え
た
機
関
を
「
国
内
人
権
機
関
」
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
た
だ

し
、
国
連
人
権
セ
ン
タ
ー
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
研
究
会
訳
（
山
崎
公

士
監
修
）『
国
内
人
権
機
関―

人
権
の
伸
長
と
保
護
の
た
め
の
国

内
機
関
づ
く
り
の
手
引
き
書
』（
解
放
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）

で
は
、
②
と
③
の
要
素
を
も
つ
機
関
を
「
国
内
人
権
機
関
」
と
呼

ん
で
い
る
（
第
三
九
項
）。

（

）N
ational H

um
an Rights Iinstitution Forum

と
い
う
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
九
八
カ
国
の
国
内
人
権
機
関
が
記
載
さ
れ
て
い

る
（available at <http://w

w
w
.nhri.net/nationaldata list.

asp>

二
〇
〇
五
年
九
月
二
九
日
検
索
。
以
下
同
じ
）。
パ
リ
原
則

に
準
拠
し
た
国
内
人
権
機
関
の
設
置
と
強
化
を
目
的
と
す
る
「
人

権
の
促
進
お
よ
び
保
護
の
た
め
の
国
内
人
権
機
関
国
際
調
整
委
員

会
」
の
二
〇
〇
五
年
会
期
に
は
五
五
カ
国
の
国
内
人
権
機
関
が
参

加
し
た<http://w

w
w
.nhri.net/pdf/D

raft_ICC_
_rev

_
online.pdf

／http://w
w
w
.nhri.net/nationaldatalist.asp>

。

ま
た
、
二
〇
〇
四
年
九
月
に
ソ
ウ
ル
で
開
催
さ
れ
た
第
七
回
国
内

人
権
機
関
国
際
会
議
に
は
、
七
〇
カ
国
の
国
内
人
権
機
関
が
参
加

し
た<

http://english.chosun.com
/w

 data/htm
l/

new
s/

/
.htm

l>

。

（

）
国
に
よ
っ
て
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
、
人
権
委
員
会

の
ほ
か
に
も
、
い
ず
れ
も
国
内
人
権
機
関
と
評
価
で
き
る
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
委
員
、
保
健
及
び
障
害
委
員
、
人
種
関
係
調
停
官
、
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
、
子
ど
も
委
員
が
活
動
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
世

界
に
お
け
る
国
内
人
権
機
関
の
総
数
は
、少
な
く
見
積
も
っ
て
も
、

一
五
〇
以
上
に
及
ぶ
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（

）See A
PF

s w
ebsite at http://w

w
w
.asiapacificforum

.
net/ .

（

）
二
〇
〇
五
年
八
月
に
は
モ
ン
ゴ
ル
の
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
で
第
一

〇
回
年
次
会
合
が
開
か
れ
た
。
こ
の
会
合
に
つ
い
て
は
、
野
澤
萌

子
「
モ
ン
ゴ
ル
の
大
草
原
で
Ａ
Ｐ
Ｆ
一
〇
周
年
を
祝
う
」『
国
際

人
権
ひ
ろ
ば
』N

O
.

（
二
〇
〇
五
年
九
月
）
参
照
。

（

）
カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
の
歴
史
、
組
織
、
活
動
等
に
つ
い
て
は
、

金
子
匡
良「
人
権
文
化
の
確
立
に
向
け
て―

カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
」

Ｎ
Ｍ
Ｐ
研
究
会
・
山
崎
公
士
編
著『
国
内
人
権
機
関
の
国
際
比
較
』

（
現
代
人
文
社
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（

）C
anadian H

um
an R

ights A
ct, available at <

http://
law

s.justice.gc.ca/en/H
/index.htm

l>.

（

）E
m

ploym
ent E

quity A
ct, 

, c.
, available at 

<http://law
s.justice.gc.ca/en/e

.
/

.htm
l>.

（

）
実
際
に
は
、
二
〇
〇
五
年
九
月
時
点
で
、
委
員
会
は
次
の
五
名

か
ら
な
る
。M

ary M
. Gusella

委
員
長
（
女
性
・
弁
護
士
）、

K
elly Russ

委
員
会
（
男
性
・
先
住
民
族
出
身
の
弁
護
士
）、



A
im

able N
dejuru

委
員（
男
性
、
大
学
教
員
・
人
権
活
動
家
）、

Carol M
cD

onald

委
員
（
女
性
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
出
身
、
元
州
人

権
委
員
会
委
員
）
お
よ
びH

arish Chand Jain

委
員
（
非
常
勤

委
員
、
男
性
、
大
学
教
員
出
身
）。
委
員
長
を
含
め
た
常
勤
委
員

は
男
女
二
名
ず
つ
、
非
常
勤
委
員
は
男
性
一
名
で
あ
る
。

（

）
ａ
．
〜
ｃ
．
の
職
務
に
関
し
て
は
、
金
子
匡
良
「
雇
用
差
別
に

関
す
る
カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
の
機
能
」
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
情

報
セ
ン
タ
ー
編
『
人
権
保
障
の
新
た
な
展
望―

国
内
人
権
機
関
の

機
能
と
役
割―

』（
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（

）
金
子
前
掲
注
（

）、
五
五
頁
。

（

）
同
右
、
五
二
〜
五
三
頁
。

（

）
同
右
、
五
五
頁
。

（

）Canadian H
um

an R
ights A

ct, s. 
 

.

（

）Id., 
 

.

（

）Id., c.
, s. 

.

（

）Id., c.
, s. 

..

（

）Id., c.
, ss. 

..

（

）Id., c.
, s..

救
済
手
続
の
結
果
、
申
立
が
却
下
さ
れ
る
か
、
調

停
が
開
始
さ
れ
る
。
カ
ナ
ダ
人
権
委
員
会
に
お
け
る
人
権
救
済
手

続
に
つ
い
て
は
、
金
子
前
掲
注（

）、
一
五
九
〜
一
六
五
頁
参
照
。

（

）
カ
ナ
ダ
人
権
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
準
司
法
機
関
で
、
人
権

委
員
会
と
は
別
組
織
で
あ
る
。
一
五
名
以
下
の
審
判
員
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
。Canadian H

um
an Rights A

ct, c.
, s.

.

　
　

..

詳
し
く
は
、
金
子
前
掲
注（

）、
一
六
四
〜
一
六
五
頁
参
照
。

（

）Canadian H
um

an R
ights A

ct, s.
 

.

（

）Id., s.
 

 
a

.

（

）Id., s.
 

 
b

.

（

）Id., s.
 

 
c

d
.

（

）Id., s.
 

 
e

.

（

）Id., s.
 

.

（

）
こ
の
他
、
推
薦
状
の
提
供
、
雇
用
者
の
記
録
に
お
け
る
否
定
的

評
価
の
削
除
、
逸
失
賃
金
の
補
償
、
退
職
手
当
お
よ
び
／
ま
た
は

年
金
の
支
給
、
障
害
者
年
金
申
請
の
支
援
、
拒
否
さ
れ
た
物
品
ま

た
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、拒
否
さ
れ
た
就
職
ま
た
は
昇
進
の
確
保
、

申
立
者
が
要
し
た
法
的
費
用
の
支
払
い
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
料
金

の
支
払
い
、病
欠
な
ど
で
失
っ
た
利
益
の
補
償
も
な
さ
れ
て
い
る
。

Canadian H
um

an Rights Com
m
ission, A

nti
D
iscrim

ina
tion Casebook: R

ace, Colour, N
ational or E

thnic O
rigin, 

, available at <
http://w

w
w
.chrc

ccdp.ca/pdf/
A
D
Ceng. pdf>, at 

.
（

）Canadian H
um

an Rights Com
m
ission, A

nnual R
eport 

, 
, available at <http://w

w
w
.chrc

ccdp.ca/pdf/
A
R_

_RA
_en.pdf>, at 

, 
.

（

）
連
邦
政
府
機
関
、
公
社
、
指
定
銀
行
、
航
空
会
社
、
テ
レ
ビ
・
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ラ
ジ
オ
局
、
州
際
で
事
業
を
展
開
し
て
い
る
電
信
会
社
、
州
間
で

運
行
す
る
バ
ス
・
鉄
道
会
社
、
先
住
民
族
居
住
地
域
、
そ
の
他
鉱

業
の
よ
う
な
連
邦
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
産
業
。

（

）
具
体
的
に
は
、
政
府
機
関
と
連
邦
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
雇

用
者
は
、
職
場
で
の
紛
争
を
扱
う
内
部
責
任
体
制
と
人
権
と
を
両

立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。雇
用
者
は
人
権
侵
害
を
防
ぐ
た
め
、

管
理
職
者
と
従
業
員
を
教
育
し
、
職
場
に
お
い
て
人
権
基
準
と
人

権
救
済
に
関
す
る
強
力
な
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

）N
orthern D

evelopm
ent and N

atural R
esources, B

ill 
C

 First N
ations G

overnance A
ct, available at <http://

w
w
w
.chrc

ccdp.ca/legislation_policies/subm
is sion

en.
asp> .

（

）Sam
e Sex M

arriages, available at <http://w
w
w
.chrc

ccdp.ca/leg islation_policies/subm
ission_m

arriage
en.

asp#conclusion>.

（

）R
eport and R

ecom
m

endations on H
um

an R
esources 

D
evelopm

ent and the Status of Persons w
ith D

isabilities, 
available at <

http://w
w
w
.chrc

ccdp.ca/publications/
legisla tive_review

_toc
en.asp> .

（

）A
boriginal E

m
ploym

ent P
references P

olicy, available 
at <

http://w
w
w
.chrc

ccdp.ca/legisla tion_policies/
aboriginal_em

ploym
ent

en.asp>.

（

）Canadian H
um

an R
ights Com

m
ission Policy on H

IV
/

A
ID

S, available at <
http://w

w
w
.chrc

ccdp.ca/leg 
islation_policies/aids

en.asp> .

（

）N
ational Institutions, Statem

ent to the W
orld 

C
onference A

gainst R
acism

, R
acial D

iscrim
ination, 

X
enophobia and R

elated Intolerance, A
dopted in 

D
urban, South A

frica, 
 Septem

ber 
, available at 

<
http://w

w
w
.unhchr.ch/ huridocda/huridoca.nsf/

/
E

B
C

A
B
D

A
D

/$F
ile/

dur
.doc?O

penElem
ent>.




